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 新年あけましておめで

とうございます。新しい

年を迎え夢のある話をし

たいところですが、アメ

リカ発の世界的な大不況

の波が元気と言われた愛

知県にも大きな影響を及

ぼし、外国人や派遣労働

者が職を失い不安が広がっています。高齢者や障

がい者の暮らしへの影響も心配されるところで

す。 

 前回は３０周年記念行事に関連して書かせてい

ただきましたので、今回は４０周年、５０周年へ

の展望を。 

 ３０年という歳月は思いのほか重いもので、人

が年齢を重ねるばかりでなく建物にも年季が入っ

てきております。電気水道などライフラインから

床や窓まで傷みが激しくなっており、今後どう維

持するのかあるいは建て替えも検討するのか、明

確に打ち出さねば住人さんやご家族は心配でしょ

うし、将来のひかりのさとのぞみの家（以下：の

ぞみの家）へ期待をしている地域のみな様にもご

心配をおかけしてしまいます。今後社会情勢や福

祉制度により大きく変化することもありえます

が、現時点でのビジョン（想い）を書かせていた

だきます。 

 まず理解していただきたいこととして、施設老

朽化の問題から遅かれ早かれ大きな「決断」をし

なければならないということです。今のままで

は、いずれのぞみの家は終わりを迎えなければな

りません。現在の社会情勢では建て替えを画策し

ても大きな補助は望めません。少なくとも数億円

の資金を捻出できるでしょうか？現実に建て替え

は難しい、ならば違う手段を早急に考えないとの

ぞみの家が維持できなくなってしまいます。現在

ののぞみの家を維持しつつ、多くのニーズを満た

すべく事業拡大する、それが現在考えるべき最善

の策であり、支援の方法と思っています。その内

容とは・・・ 

まずは建物。個室化も含めどのように維持改善

を図るかが実に難しい。思い起こせば私が知るだ

けでも１４、５年ほど前から住人さんは「個室が

ほしい」との思いをはっきりと出しておられまし

た。それはそうでしょう、いくら仲がよくとも兄

弟でも家族でもない方とのプライバシーが保たれ

ない２人部屋若しくは４人部屋の生活が２０年も

続いたのですから。贅沢かも知れませんが個室を

求めるのは大人として自然な成り行きだと思いま

す。実は３０周年を過ぎた今もこの切実な願いは

叶えられていません。地域からの入所ニーズに応

え、ショートステイのニーズに応え、住人さんの

理解のもととはいえ個室化を先送りしてきた結果

です。本当に申し訳なく思っております。大変規

模が大きな建物ですし、維持費は掛かりますが

「大人の空間」が確保されることを最優先事項と

考え、まずは設備面を改修し個室化となるまで定

員を減らしていく予定を立てています。 

 それではどのように定員を削減していくのか？

大きな疑問となるところです。定員を削減するに

あたり、当然代わりの「住居」が必要になってき
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ます。また、現在でも入所したいとのニーズは数

多く伺う所であり、それらを補う住居も必要にな

ります。逆に「代わり・補うもの」があれば「定

員削減」が夢ではなくなることになります。その

解決策が「ケアホーム（共同生活介護事業）」と

いう制度です。障がいをお持ちの方が少人数で地

域で生活をする仕組みで、すでに障がい者活動セ

ンター愛光園のみなさんが「おあしす・仲間の

家」でケアホームによる生活をスタートさせてい

ます。現実に可能な仕組みということです。その

「のぞみの家版」を複数用意することで住人さん

からの「地域生活移行」ニーズ、「個室化」の

ニーズ、地域内での生活者の将来への不安からの

「入所希望（親亡き後の居住の場）」ニーズ、３

つの大きなニーズを同時に解決することが可能に

なります。 

 いいことばかりの「ケアホーム設立」プラン、

「本当か？」と疑いたくなるのも当然かもしれま

せん。心配事もあるでしょう。①医療。現在のぞ

みの家は「柳原先生・金森先生・藤沢先生」をは

じめとする地域内の先生や、「長寿医療セン

ター・共和病院・東海市民病院」の協力病院に支

えていただいております。大変恵まれていること

にまず感謝しなければなりません。この恵まれた

体制を維持していく、入所、ケアホームを問わず

のぞみの家に関る方々がその恩恵を享受できるよ

う、関係を維持することで医療への不安は解消さ

れるのではないでしょうか？もちろん今後は新た

な医療関係者との関係作りが重要です。②日中活

動。住む場所ができたのはいいが、昼間は何をす

るのか？何をしようと基本的に自由ですが、現制

度の中にも活用できるサービスがあります。重度

の身体障がい者の方には「生活介護事業」が利用

しやすいと考えています。ご存知のように障害者

自立支援法は入所施設の「昼夜分離」を謳って施

行されましたし、それを受けのぞみの家は「身体

障害者療護施設」から「生活介護事業（日中）＋

施設入所支援事業（夜間）」の組み合わせによる

「障害者支援施設」に事業変更しました。つまり

旧来の入所施設というものは既に存在しません。

日中支援と夜間支援を別々に契約するため、仮に

「のぞみの家版ケアホーム」に引越しされても夜

間支援は「のぞみの家版ケアホーム」と契約、日

中支援は「のぞみの家生活介護事業」と契約する

事で、家族関係や医療支援、生活支援などこれま

でののぞみの家との繋がりは維持されます。もち

ろん送迎もいたします。日中活動と移動手段の不

安は解消されます。③介護者（支援員）の確保？

これも当然心配事になるかと思います。ましてや

昨今の介護者不足の報道・・・ただこれは在宅で

も入所でもケアホームでもどこでも同じです。攻

めの意識で介護者確保に努めます。また人材の維

持と確保の方策として、支援の特性が似ている障

がい者活動センター愛光園とのぞみの家とケア

ホーム（居宅介護事業＝ホームヘルパー派遣も含

む）を一体的に運営する方法があります。おおま

かですが運営規模を大きくすることでスケールメ

リットが生じ、人材育成と万一の欠員補充が柔軟

に行えますし、介護者のけがの事由となる身体疲

労の分散も可能です。住人さんや仲間のみなさん

とそのご家族、地域の方々や職員にも還元される

ものが大きくなります。 

 新しい試みの時に心配事を挙げたらいくらでも

でてきますし、ケアホーム開設に関してはなおさ

らです。しかしその上で上記３件をクリアすれば

他の課題は現在の社会保障の枠ならクリアできる

と思うのですがいかがでしょうか。 

のぞみの家の「策」をまとめますと、のぞみの

家は 

◇定員削減により小規模化を図り、かつ生活介護

事業所を行い地域の拠点として永続する 

◇小規模化した施設入所に加え、ケアホーム数箇

所を用意することで現在の住人さん、将来の入所

希望者のニーズに応える 

◇のぞみの家とのぞみの家版ケアホームと一体型

に運営し、医療、人材、活動などの心配事を解消

する 

◇スケールメリットにより本体の修繕費を捻出

し、４０周年以上をめざす 
◇ひかりのさとのぞみの家の継続はひかりのさと

の会の継続をも意味する 
大雑把にはこのようなイメージになります。 
 夢物語？果たしてそうでしょうか？これまでひ

かりのさとの会、法人愛光園が築きあげてきた土

台とそれを守る理念から考えれば自然な選択で

す。歴史に敬意を持ちながらも変化を恐れない、

それを行わなければ「共に生きる」実践をさせて

もらえない、そんな思い（危機感）を持ちながら

将来像を描いている最中です。 
 ３０年という歴史の実績と時代の変化によりも

たらされた課題が同居しているのぞみの家、大き

な転機を迎えたことは間違いありません。非力な

がらも４０周年、５０周年をめざして参ります。

これからもみな様にご指導いただき、お力添えを

賜りますよう、お願い申し上げまして、３０周年

のまとめとさせていただきます。 
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 私たち、らべんだーグループは地域の様々な方

たちと交流することを目的に活動をしています。

今年、１０月１８日に中京女子大学の大学祭で、

高橋ゼミの学生さんと一緒にワッフルの模擬店と

フリーマーケットを行いました。ここでは当日の

様子とそこにいたるまでの活動の軌跡を報告した

いと思います。 

 この模擬店企画は、昨年度一日外出の１つとし

て中京大学の大学祭にお客として参加したことか

ら始まります。その日は実習に来てくれた学生さ

んやその友達と一緒に模擬店で昼食を買い、校内

を案内してもらうなど、とてもゆったりと一日を

過ごすことができました。利用者さんの中にはと

ても楽しかったという思いが強く、また行きたい

と言われる方が多かったです。 

 今年になり、ただお客としての参加ではなく、

自分たちで模擬店を出すことはできないだろう

か、という話を利用者さんに投げかけ、意見を聞

きました。模擬店という言葉はよくわからないと

いう表情をする方もみえましたが、大学祭に行け

る・学生さんに会える・お金を儲けることができ

るという話が出てくると、それぞれがとてもやる

気になってきました。 

 グループ内で話がまとまると、次は一緒に模擬

店を出してくれる学生さん探しです。以前実習に

来た学生さんにこのいきさつを話すと、『施設関

係の研究を中心に行っている高橋ゼミはどうです

か』と紹介して下さいました。 

 そして、ゼミの学生さんに打診すると、８月に

良い返事をもらい、夢のコラボレーションが実現

しました。本番に向けて一緒に活動する第１歩で

す。 

 ９月に入り、お互いに顔合わせを兼ねて打ち合

わせ会をしました。こ

の時に利用者さんから

提案のあったミッキー

＆ミニーの形のワッフ

ルを売ることが決まり

ました。翌週には、み

んなで試作品作りをし

ました。焼き上がるまでの時間を計りながらチョ

コ味・苺ジャム味・プレーン味を作り、でき上が

りをみんなで試食し、当日もその３種類で販売す

ることが決まりました。 

 ここからは本番当日までにそれぞれの役割分担

をし、らべんだーグループのメンバーはプラカー

ド作り、学生さんは看板作りを担当することにな

りました。 

 いよいよ当日を迎えました。ワッフル作りは学

生さんにお任せし、私たちはフリーマーケットと

模擬店の店番を中心に行い、利用者さんと学生さ

んがペアになって、順番にプラカードを持ち、ビ

ラを配りながら大学の構内でワッフルを売り歩き

ました。実際に目の前でワッフルが売れていく喜

びと学生さんと一緒に活動できることで、メン

バーたちはとても楽しそうでした。 

 ミッキーのワッフルは大人から子どもまでとて

も好評で、約２５０枚を完売することができまし

た。片付けの時、学生さんたちから「打ち上げを

する予定でいるので、みなさんも参加しません

か」とお誘いをうけ、１１月に大学にみんなで伺

いました。打ち上げはみんなで輪になって、用意

していただいたドリンクやドーナツをほうばりな

がら、大学祭でのエピソードやこれからのことな

どを相談し、和やかな雰囲気の中で時間が過ぎて

いきました。この合同企画を通して、学生さんと

利用者さんがお互いに知り合うことができたの

で、この関係をさらに深めていきたいと思ってい

ます。今後も高橋ゼミのみなさんと様々な企画を

通して、一緒に活動していきたいと考えていま

す。 

 高橋ゼミ＆らべんだーグループ  
     夢のコラボレーション 

      ワッフルショップ～活動のキセキ～ 

     障がい者活動センター愛光園 平中千春 
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グループホーム・ケアホームを利用されている

方は、どの様な収支で生活を営んでいるか。Aさ
んを例に見てみましょう。Aさんは障害年金２級
で、ひかりのさとファームに週５日通っています

（表１）。 

収入の主となるのは、障害年金と給料です。年

金額の変化を望むことは現在のところ難しい状況

なので、収入の増減は給与所得によって大きく

違ってくることになります。 
日本知的障害者福祉協会の「全国グループホー

ム緊急実態調査（平成１８年４月基準）」による

と、全国の平均通所施設工賃は、12,272円（東海
地区の平均は10,862円）となっています。これを
踏まえると、Aさんはひかりのさとファームの給
料が22,000円あることで、なんとか生活が維持で
きている状況、と言えます。 

Aさんのような給料、または工賃収入が見込め
ない方、あるいは障害程度区分が低く障害年金の

ない方で、さらに給与収入の少ない方も、グルー

プホームには多数みえます。こういった方々は、

こづかいを減らす、移動支援の自己負担を減らす

ために外出を控えるなど、生活の質を落とすこと

で、なんとかやりくりをしている状況です。Aさ

んの場合でも、こづかいは20,000円ありますが、
ひかりのさとファームが休みの土日の昼食費や、

外出支援を受けたときのヘルパーさんの実費分

（電車代など）も、全部こづかいから支出されて

いるので、決して多い額ではありません。 
支出でもっとも負担が大きいのは家賃です。住

居の確保は必須条件ですが、賃貸でグループホー

ム・ケアホームに見合い、Ａさんのように、何と

か収入の範囲内で支払える額の家賃で物件を探す

ことは、非常に困難な状況です。 
都道府県や市町においては、家賃助成を行って

いるところがあります。例えば群馬県では、『グ

ループホーム・ケアホーム入居者を対象に、

10,000円/月を越える家賃の１/２（上限7,500

円）を補助する』事業があり、また市町でも、

『グループホーム等に入所している知的障害者及

び精神障害者が、居室提供者に支払う家賃の半額

（上限額15,000円/月）を助成する（千葉市）』

といった事業を行っているところがあります。 
障がいのある方が、グループホーム・ケアホー

ムを中心とした居住を基盤にし、地域生活を営ん

でいくためには、こういった家賃への助成がすす

められることが、ぜひ望まれます。この地域（知

多圏域２市２町）においては、現在、自立支援協

議会にて家賃助成（住宅扶助）、GH等運営費補
助金についての協議が行われているところです。 
（参照資料） 愛知のグループＨＰ調査報告・研修資料 

http://www.hm7.aitai.ne.jp/~aswarabi/ 
 

 

金額（円）
障害年金 ２級 66,008
給料 ひかりのさとファーム 22,000

障害者手当 A町 4,300
92,308

金額（円）
25,000
25,000
20,000
1,767
4,600
6,000
0

3,000
85,367
\6,941

移動支援自己負担（上限）

科目

昼食費（ひかりのさとファーム）
送迎費

支援費自己負担金（上限）

国民健康保険税

（表1）　○○ホーム　Aさんの1ヶ月の収支

収支差額
計

支出（1ヶ月）
科目
家賃

計

生活費(食費、水光熱費等）
こづかい

地域生活に必要な『収入』と『支出』 
 

                    愛光園地域居住サポートセンター  

                                支援員 奥田将之   
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 ワークが認可を受けて、早いもので４年が経
過しました。福祉の世界で「就労」「働く」にこ
んなにも光が当たるようになると誰が想像したこ
とでしょう。間違いなく時代は確実に変化してい
ます。ただ進歩しているかは･･･不明ですね。 
 国もちょっとは本気になってやるのかと思え
ば、先の国会で２兆円の定額給付金のばら撒きが
決まったのを見ると他の政策はほとんどポーズだ
けではと思えるくらいの茶番が一方で繰り広げら
れています（困ったものです）。 
 前置きが長くなりましたが、周辺の状況では受
け入れていただく事業所も増えている半面、世界
金融危機、昨今の原油高等の影響か、事業所から
今年いっぱいで解雇することになったと電話も複
数いただくなど、厳しいものがあります。 
  
障害者自立支援法の中で『就労支援の抜本的強
化』がうたわれ、施行され２年半が経過しまし
た。障がいのある人の「働きたい」思いが、どれ
だけかなえられているのでしょうか。国の就労支
援制度や地域での動きをお伝えしながら、圏域で
の状況をお伝えできればと思います。 
「福祉から雇用へ」推進５か年計画 
 国の流れで「福祉から雇用へ」推進５か年計画
に掲げられています、就業・生活支援センターの
全保健福祉圏域への配置、各省庁等におけるチャ
レンジ雇用の推進、新体系による「就労移行支援
事業」の全国展開、ハローワークを中心とした福
祉関係機関等との「就労支援チーム」体制・機能
強化、短時間、派遣労働及び中小企業を活用する
障害者雇用促進法の改正・整備等積極的な展開を
みせています。 
 ① 障害者就業・生活支援センター 
 就業・生活支援センターは国の政策では重要な
ツールの一つに挙げられています。実際に活動さ
せていただきツールとしては使えるものだと実感
はあります。しかしながら当圏域でいうと人口 
６０万人以上に１か所（職員配置４名、常勤職員
１名３００万円弱での委託費用）で障がい種別を
問わずにきめ細かい活動はほとんど困難です。こ
れはジョブコーチも同様な状況です。早い時期で
の制度改善や県、市町からの経済的、人的支援が
必要と思います。この地域でみますと半田、大府
市では市独自で就労支援担当者等の配置を検討し
ているようです。 

 就労を含めた市町ごとに障がいのある人たちの
ことを計画や検討していく自立支援協議会の役割
がそういう意味でもますます重要な役割をもって
きます。 
② チャレンジ雇用の推進 
 総務省、内閣府、厚生労働省内で初めて精神障
がいのある人の職場実習を開始するなど、行政機
関での知的・精神に障がいのある人の雇用を積極
的に取り組んでいます。今年度は愛知県が初めて
２名の知的の方を採用、この地域では半田市、知
多市、大府市で雇用があり、来年度は東海市でも
雇用計画があります。 
 行政だけでなく、受入れをお願いする側の福祉
施設や教育機関でもこういった流れを積極的に
作っていくことが大切だと思います。法人内でも
昨年度から雇用推進委員会を設置していただき、
遅まきながら法人全体で取り組み始めました。 
 ③ 新体系「就労移行事業」への移行 
 個人的に「福祉から雇用へ」という言葉は好き
ではありませんが、その掛声のもと「就労移行事
業」等新体系への移行が始まっています。 
 賛否はありますが目的を明確にして事業を行う
事は大切です。特に就労（就職）が今まで進まな
かったのは、そこが大きな障壁だったのは間違い
ありません。先日もある事業所で職場見学会を開
催、呼びかけをしました。以前は参加する施設も
少なく反応もよくありませんでしたが、今回の様
子を見ると積極的にいい機会があれば送り出して
いこうという各施設の姿勢を見せていただく事が
できました。施設の意識が変わったということな
のでしょうか、そんなところにも効果が出てきて
いるように感じます。 
ただ頑張って支援して、４名の就職を決めた施
設で、利用料が入らず経営が厳しいという理不尽
な現実をみますと、まだまだ制度そのものの構造
的な課題は多いと思います。 
 また就労移行事業とは違いますが、就労継続Ａ
型（利用者に最低賃金を支払って仕事する）を東
海市さつき福祉会「エコラ東海」が、この７月か
らスタートしました。そこでは利用者１０名に月
９万～１０万円の給料を払われています。 
 いろいろな動きの中で障がいのある人たちの
「働く」ことがますます本人にとって、身近なも
のに当たり前のことになりつつあることは喜ばし
いことです。 

  猫も杓子も「就労支援」？？ 
                      知多地域障害者就業・生活支援センター ワーク  

                                      就労支援コーディネーター 丹下 靖 
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 認知症の方が増加

の一途をたどってい

ます。１９９０年代

の初め頃、認知症の

方が、自宅に代わる

家庭的な雰囲気のも

とで生活の継続を支

援する認知症グルー

プホームが、保健・医療・福祉・建築関係者の先

駆的な実践により始まりました。そして、９０年

代後半には国の補助事業の対象となり、２０００

年４月には介護保険制度の居宅サービス事業に位

置づけられました。 

 ０６年の制度改正により、認知症グループホー

ムは地域密着型サービス（原則的には、施設の所

在地と同じ市町に住んでみえる方が利用対象者と

なるサービス）に位置づけられました。認知症ケ

アのフロントランナーとして、身近な地域で認知

症の方の尊厳ある生活の実現にむけて、行政や事

業所、住民が一体と

なって、開かれた透

明な運営やサービス

の水準・職員の資質

の向上にむけた取り

組み、地域住民との

協働による認知症ケ

アの相談、啓発活動

などを展開していく

ことが期待されてい

ます。 

 現状は、経営主体別にみると、約半数が社会福

祉法人・医療法人、残りの半数が営利法人と多様

な事業者が参入し、事業規模もさまざまであり、

この１０年で全国的には１万ヶ所近くに増え、地

域・質の格差があると言われています。全国調査

の財政状況の結果をみると、１ユニットの規模で

６．３％の赤字、２ユニット以上で０．４％かろ

うじて黒字という内容でした（２００７年度調

査）。 

 私どものグループホームは、２００２年４月に

２ユニット（８名×２＝１６名定員）で開設さ

れ、６年目を迎えています。通常１ユニットの定

員は９名ですので、２ユニットで２名定員が少な

い形で運営しています。職員等の配置基準は、定

員が１６名でも１８名でも変りがありません。現

在の報酬基準で、年間６～７００万円程度収入が

少ない形での運営のため経営的にとても厳しい状

況です。そのため今年度から来年度にかけて、ご

利用者には段階的に利用料の増額をお願いしてい

ます。また、施設内を改造して居室を２室増室す

る計画もあり、この原稿が紙面に掲載されるころ

には、その結果が出ていると思われます。 

 介護保険制度はドイ

ツを参考にしており、

国が目指すケアの方向

性は個別ケアが進む北

欧型のようであり、費

用については財源を低

く抑えて行うアメリカ

型というように、まさ

につまみ食い状態で

す。どう考えても安い費用で高品質のケアができ

るはずがありません。 

 すべては変化します。財源論ばかりで社会保障

の施策に一貫性がないと嘆いていてもはじまりま

せん。そして足下の地域（まち）・組織は「生き

物」で発展や衰退もあり得ます。人の営みは、変

化の中にあり、未来の中にあり、社会という環境

のなかにあります。私たちの法人および認知症グ

ループホームもその環境の中に存在します。共

存、協働するためには、不変の存在価値を堅持し

つつ機能的価値を革新し続ける組織を構築する必

要があるのではないかと思います。 

 認知症グループホームの現状 
 

          認知症グループホーム（グループホームもくせいの家） 管理者 深見重夫 
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２００８年１１月吉日     
   

社会福祉法人愛光園 理事長  日高 幸子 

ひかりのさとの会 会 長  皿井 壽子 
 

      第４回 社会福祉法人愛光園 実践発表会   のご案内 
 

 

多くの皆様のご支援に感謝を込めて、今年も実践発表会を開催させていただきます。 

昨今、めまぐるしく移り変わる福祉制度の中で、ともすれば『利用者本人主体』が脇に追いやら

れ、支援・介護の本質が充分に語られることなく、制度の改変へ順応していくことに終始しているよ

うな気がしてなりません。私たちが法人の基本理念として標榜している、地域の輪の中で「共に生き

る」実践と運動が、日々の取り組みの中でどれだけ追求できているのか、この実践発表会を通して自

ら検証すると同時に多くの方のご意見を伺い、参考にさせていただきたいと考えております。 

さて、第４回目となります社会福祉法人愛光園の実践発表会ですが、今年度は、あいち健康の森内

にある『あいち健康プラザ』にて午後からの開催となります。 

日時・場所等お間違えなく、多数のご参加をお願い申し上げます。 

 

記 
 

日時：２００９年２月１４日 １３：３０～１６：３０ 
 

場所：あいち健康プラザ プラザホール   

   定員２００名 （参加費無料）  
 

 主催：社会福祉法人愛光園、ひかりのさとの会 
 

 

発表会の概要 
 

     ※ 各発表時間は１０分。質疑応答は各カテゴリーでの発表が終了後１０分間行ないます。 
 

  実践発表 カテゴリー①高齢 部門 

○ 介護老人保健施設 相生（入所部門） 
○ 高齢者在宅ケアセンター （在宅部門） 

  実践発表 カテゴリー②地域居住支援 部門 
○ 愛光園地域居住サポートセンター                

○ 知多地域障害者生活支援センター らいふ 

○ 知的障害者入所更生施設 まどか  

○ 障害者支援施設（生活介護＋施設入所支援） ひかりのさとのぞみの家        

  実践発表 カテゴリー③日中活動支援 部門  

○ 障害福祉サービス事業所（生活介護） 障がい者活動センター愛光園  

○ 障害福祉サービス事業所（生活介護＋就労移行支援） ひかりのさとファーム 

○ 大府市発達支援センター おひさま      

                            法人内の各事業所が、毎年 

  まとめと講評                   それぞれ自由にテーマを設定して、 

上田 晴男 氏（当法人スーパーバイザー）  特徴ある発表を行ないます。 

                          テーマや内容につきましては、年内 

                             にはっきり致します。 

 

※ 事前に詳細を知りたい場合は、各事業所にお問い合わせください。 
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     ひかりのさと案内図    ＪＲ東海道線大府駅下車、タクシー（１５分）が便利です 

    

 

 

詳 細 図 

厚生労働大臣表彰 
 平成２０年１１月７日に日比谷公会堂で開催され

た全国社会福祉大会において社会福祉事業従事功労

者として、皿井壽子相談役が厚生労働大臣より表彰を

受けました。 

 

愛知県社会福祉協議会長表彰 
 平成２０年１１月５日に愛知県体育館で行われた

「愛知県社会福祉大会」において地域福祉の向上に寄

与したとして、日高幸子理事長が愛知県社会福祉協議

会長表彰を受けました。 
 東浦町長を表敬訪問 
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